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 森のふれあい館は、平成３年に開館し、動植物の展示や解説などをとおして、楽し

みながら自然のすばらしさを感じることができる施設として、周辺の箱根やすらぎの

森とともに、これまで多くの方に親しまれてきました。  

しかし、建設後 30 年以上が経過し、施設の老朽化などにより入館者数も減少傾向

にあるため、現在、持続可能な施設の運営方法や展示スペースの活用策等について検

討を行っています。この一環として、対象地の市場性、民間事業者による活用の可能

性を探るために、サウンディング調査を実施するものです。  

【サウンディング調査とは】  

  町有地などの有効活用に向けた検討にあたり、直接の「対話」により民間事業者の

意見や新たな提案の把握等を行うことで、対象事業の検討を進展させるための情報

収集を目的として実施するものです。  

【対象】  

 森のふれあい館、箱根やすらぎの森の建物および敷地  

【サウンディング調査の対象事業者】  

 利活用の意向を有する法人または法人のグループ  

【スケジュール】  

スケジュール  日  程  

実施要領の公表  令和６年 12 月 25 日（水）  

説明会・現地見学会の開催  令和７年 １月 30 日（木）  

サウンディングの実施  令和７年 ３月 26 日（水）・27 日（木）  

実施結果概要の公表  令和７年 ４月中（予定）  

【実施要領について】  

   実施要領は、サウンディング調査への参加申込方法や対話時の内容などの  

詳細を記載していますので、利活用の意向のある方は、ぜひご覧ください。  

  （配布・掲載場所）  

観光課および森のふれあい館窓口・町ホームページ  

 

照会先 観光課森のふれあい館  

〒250－0521 箱根町箱根 381-4 番地  

電話（83）6006 FAX（83）6003 

Ｅメール morifure＠town.hakone.kanagawa.jp 

「森のふれあい館等の利活用に関する 

サウンディング調査」の実施について 
 

実施要領 HP 



 

月 日  

サイン  

★ 読み終わったらすぐ次の方へ回覧しましょう。 

回覧「まちだより」【令和 6 年 12 月 25 日発行】 

 

 

 

三
さん

縁山
えんざん

 広度院
こうどいん

 増上寺
ぞうじょうじ

 ・ NHK 放送博物館 ・ 東京タワー 

公益財団法人 箱根町文化・スポーツ財団では、次のとおり「新春初もうで」を実施します。

新たな年がよりよい一年となりますように、皆さんで初もうでに行きませんか。 

【 日 時 】   令和７年１月 23 日（木） ７時 30 分 ～ 18 時 30 分〔予定〕 

【参拝寺院】   三縁山 広度院 増上寺（東京都港区） 

        ※ NHK 放送博物館、東京タワーも、あわせて見学します。 

【 行 程 】 

  町内各地（元箱根 ７:30 ～ 湯本 ８:30）⇒〔厚木バイパス → 東名高速道路 → 首都

高速道路〕⇒ NHK 放送博物館（10:40 ～ 11:40）⇒ 昼食：中華東海飯店（12;00 

～ 13:00）⇒ 増上寺（13:15 ～ 14:15）⇒ 東京タワー（14:30 ～ 15:30）⇒ 〔首

都高速道路 → 東名高速道路 → 厚木バイパス〕⇒ 町内各地（湯本 17:30 ～ 元箱根 

18:30） 

  ※ 交通渋滞などによって、予定の時間が遅くなることがあります。 

【 対 象 】   当財団賛助会員、および町内在住・在勤者 

【 定 員 】   40 人（申込順） 

【参加費】   6,500 円（昼食代を含む、当日徴収） 

        ※ 当財団の賛助会員には、割引があります。 

【申込期間】   当財団の賛助会員は、令和７年 1 月７日（火）９時 30 分から、 

        一般の方は、令和７年１月 10 日（金）９時 30 分から、定員に達する日

まで 

【申込方法】   電話で申し込んでください。 

【申込先】   （株）箱根観光旅館協会 神奈川県知事登録旅行業第 3-347 号 

         電話（85）6777（営業時間：９時 30 分 ～ 18 時 30 分） 

【利用バス会社】 箱根登山観光バス（株） 神奈川県知事登録旅行業第 2-820 号 

【その他】    町内各地の出発時間などの詳細は、申込後、参加者に連絡します。 

〔参拝寺院等の概要〕 

 ○ 三縁山 広度院 増上寺 

600 年の歴史をもつ浄土宗七大本山の一つで、上野の寛永寺と並ぶ徳川将軍家の菩提

寺として知られており、家康公ゆかりの秘仏「黒本尊」を祀る“勝運”のお寺として親

しまれています。今回は、参拝とともに、僧侶による略史や境内各施設などの説明を受

ける予定です。 

 ○ NHK 放送博物館 

   昭和 31 年（1956）に、世界最初の放送専門のミュージアムとして開館した博物館

で、放送の歴史に関するさまざまな展示、「番組公開ライブラリー」などが公開されてい

ます。 

企画・照会先 （公財）箱根町文化・スポーツ財団 電話（87）5222 

 

 

「新春初もうで」に行きませんか？ 
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 令和 7 年 1 月末頃から、仙石原公民館エレベーター設置工事を行います。工事に伴い、

公民館正面玄関前の駐車場が利用できなくなりますので、工事期間中は公民館に隣接する

「仙石原公園」を仙石原公民館利用者用駐車場としてご利用ください。また、公民館の利

用時は、公園側の玄関からお入りください。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力の

ほどよろしくお願いいたします。  

 

1．工事予定期間：令和 7 年 1 月 27 日～令和７年 7 月 31 日 

2．工 事 内 容：仙石原公民館エレベーター設置工事  

3．その他  

①   出張所の窓口業務は通常通りです。  

②   ホール、図書室、会議室などの公民館施設についても原則利用できます。  

    ※ただし、工事の進捗状況や内容により一部の施設が利用できなくなることもあ

りますので、予約の際に必ずご確認ください。（℡84-8387）  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仙石原公民館エレベーター設置工事と 

駐車場の利用について 

配置図  

照会先 

社会教育センター （82）2694 
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  日ごろの芸能活動の成果を大勢のみなさんの前で披露してみませんか。  

文化活動の高揚ならびに参加者の相互の交流を目的とした芸能大会を開催します。

参加記念品の用意もありますので、ふるって参加してください。  

 

【日  時】 令和７年 2 月 26 日（水）  10 時～14 時 

 

【場  所】 老人福祉センター やまなみ荘  

（強羅 1320-185）  

 

【大会内容】 歌謡（カラオケ機器が利用できます）・民謡・舞踊・その他演芸  

 

【対  象】 町内在住の 60 歳以上の方  

 

【申込期限】 1 月 31 日（金） 

 

【申込方法】 電話で申し込んでください。  

        ※ 申し込みする際に演目、演題など教えてください。  

        ※ 観覧のみの参加も可能です。  

※ 各老人クラブに所属している方は、所属クラブを通じて申し込  

んでください。  

 

【そ の 他】  

・ カラオケ機器に搭載のない音楽は各自で CD の用意をお願いします。  

・ 昼食はお弁当を用意します。  

・ 大雪などの天気悪化により中止となる場合があります。万が一中止の場合は連

絡します。  

 

 

申込・照会先 福祉課高齢福祉係 電話（85）7790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３２回やまなみ芸能大会参加者募集 
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工事に伴う交通規制（湯本地内） 
 

 

湯本地内の路面復旧工事を行います。  

この工事に伴い、次のとおり交通規制を行いますので、大変ご迷惑をおかけしますが、

ご協力をお願いします。  

【場所】         

湯本地内（山崎バス停付近）  

【期間】  

  令和７年１月上旬 ～ ２月上旬  

【交通規制】  

  昼間車両通行止め（夜間開放）、  

  ※交通誘導員の指示にご協力ください。  

【案内図】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

照会先 上下水道温泉課水道工務係  電話（85）9569 

凡　　　　　　　　例

交通規制箇所
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工事に伴う交通規制（宮ノ下地内） 
 

 

宮ノ下地内の水道管の布設替え工事を行います。  

この工事に伴い、次のとおり交通規制を行いますので、大変ご迷惑をおかけしますが、

ご協力をお願いします。  

【場所】         

宮ノ下地内（国道１号、国道 138 号交差点付近） 

【期間】  

  令和７年１月中旬 ～ ３月下旬  

【交通規制】  

  夜間車両片側通行止め（昼間開放）、  

  ※交通誘導員の指示にご協力ください。  

【案内図】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

照会先 上下水道温泉課水道工務係  電話（85）9569 

凡　　　　　　　　例

交通規制箇所
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工事に伴う交通規制（箱根地内） 

 

 

箱根地内の水道管の布設替え工事を行います。  

この工事に伴い、次のとおり交通規制を行いますので、大変ご迷惑をおかけしますが、

ご協力をお願いします。  

【場所】         

箱根地内（国道１号 箱根関所南交差点付近） 

【期間】  

  令和７年１月下旬 ～ ３月下旬  

【交通規制】  

  昼間車両片側通行止め（夜間開放）、  

一部夜間車両片側通行止め（昼間開放）  

  ※交通誘導員の指示にご協力ください。  

【案内図】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会先 上下水道温泉課水道工務係  電話（85）9569 

 

凡　　　　　　　　例

交通規制箇所
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強羅地内の排水管布設および道路舗装工事を行います。  

この工事に伴い、次のとおり交通規制を行います。大変ご迷惑をお掛けしますが、

ご協力をお願いします。  

【 場 所 】 強羅地内（町道宮 185 号線）中強羅駅付近 

【 期 間 】 １月上旬 ～ ２月下旬（8 時～17 時）  

【交通規制】 車両全面通行止め（夜間開放）  

※  交通誘導員の指示にご協力ください。  

【案内図】 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会先 都市整備課道路工務係 電話（85）8600 

凡　　　　　　　　例

交通規制箇所

工事に伴う交通規制（強羅地内） 
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現在、町全域でイノシシやシカによる被害が増えています。  

神奈川県猟友会箱根支部と協力し、有害鳥獣として、わなと銃器による捕獲を実施

しています。  

捕獲地域は次のとおりです。  

6 年度 11 月末現在地域別捕獲頭数               （単位：頭）  

  地域 

合計 備考 
種別 湯本 温泉 宮城野 仙石原 箱根 

イノシシ  0 4 2 3 11 20 
わな 20 

銃器 0 

二ホンジカ  7 4 16 31 67 125 
わな 111 

銃器 14 

銃器の使用にあたっては、住民の皆さんや観光客・ハイカーに十分注意して実施す

るとともに、日時や場所などをあらかじめ防災行政無線や町ホームページ等によりお

知らせしますので、協力をお願いします。  

町ホームページはこちら  

照会先 環境課美化保全係 電話（85）9565 

  

 

 

ごみ出しのマナーを守り、被害防止対策に努めましょう！  

イノシシなどの野生動物は家庭などから出る生ごみや、庭などに生えているユリや

タケノコなどのにおいにつられて人里に下りてきます。出没を減らすためには一人ひ

とりが生ごみを決められた時間に集積所に出すなどのごみ出しのマナーを守ることが

必要です。  

定期的な草刈りなど敷地の管理をしましょう！  

管理されていない敷地や建物が鳥獣の棲み処になることがあります。  

定期的な草刈りなど人の手を加えることで、エサとなるものを遠ざけ、隠れる場所

をなくすことで、鳥獣にとって住みにくい、都合が悪い場所にすることが大事です。  

庭で植物や作物を育てている場合には敷地全体を柵などで囲うといった対策をとる

必要があります。全体を囲うことが難しい場合は、植物などを育てている場所のみを

囲うことも検討しましょう。  

なお、町では、所有する敷地などに有害鳥獣の被害の防止を目的として柵などを設

置した方に補助金を交付しています。希望する方は問い合わせてください。  

 

イノシシなどの被害にあわないために（町ホームページ）  

照会先 環境課美化保全係 電話（85）9565 

鳥獣被害を減らすために 

イノシシやシカの捕獲状況について 
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家庭で使わなくなった品物などを、ごみに出す前に「不用品交換情報」

に登録しませんか。他に必要としている方に、有料または無料で譲ること

ができます。  

また、同時に譲ってほしいものの情報登録も受け付けています。  

   

 

 

番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

1397 電気ポット  １ℓ 良い 無料 

1398 五月人形  高さ５０cm ケース入り  普通 無料 

 

 

※ 状態は新品・良い・普通・多少傷ありの 4 段階で表しています。  

※ 掲載期間は登録日から 6 か月間です。  

※ 本情報は、町内在住者、在勤者に有効となります。  

※ 希望の品物が見つかったら、登録者の連絡先を知らせますので、環境課まで連絡

してください。その後の引き取り方法などの交渉は当事者間で行ってください。  

※ 問題が生じた場合は、当事者間の話し合いなどにより解決してください。  

※ 品物の写真を下記アドレスまで送付していただいた場合、一緒に掲載します。より

品物の状態がわかるのでおすすめです。  

※ この情報はまちだより発行日と同日に町ホームページにも掲載しています。不用品

交換が成立すると随時更新するので、ホームページも併せて確認してください。  

 

申込・照会先 環境課環境政策係 電話（85）9565 

 e-mail:web_kankyou@town.hakone.kanagawa.jp 

 

 

 

番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

2144 
猫用品 

(猫ボランティアで使用) 

ケージ、シート、  

フード等  
普通 無料 

2146 
麻雀牌 

こたつ（麻雀用天板）  
指定なし  普通 無料 

不用品交換情報 

（12 月 11 日現在） 

譲ります！ 

譲ります 
 
 
 

譲ってください!! 
 
 
！ 

譲ってください 
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マックスバリュ東海による移動スーパーの火曜日、温泉・箱根地区コースの販売場所が

次のとおり変更になりますので、注意してください。  

 

【変更箇所】  

  宮ノ下観光駐車場  ⇒ 宮ノ下観光案内所駐車場  

  

【変更期間】  

  令和 7 年 1 月 7 日（火）から 6 月までを予定 

  ※ 宮ノ下観光駐車場の長寿命化工事に伴い、工事の実施期間のみ変更し  

ます。 

 

   申込・照会先 福祉課高齢福祉係  電話（85）7790  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マックスバリュ移動スーパーの販売場所の変更 


